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指 定 管 理 者 | 海 上 公 園 南 部 み ら い パ ー ト ナ ー ズ

R 7 年度申請分

有 効 期 限 2 0 2 6 . 6 . 3 0

R 8 年度申請分

有 効 期 限 2 0 2 7 . 6 . 3 0



海 上 公 園 の ド ッ グ ラ ン （ し お さ い 、 つ ば さ 、 た つ み の 森 ） は 、 共 通 の 利 用 登 録 証 で

ご 利 用 い た だ け ま す 。

本 ガ イ ド で は 、 「 し お さ い ド ッ グ ラ ン 」 「 つ ば さ ド ッ グ ラ ン 」 を 初 め て ご 利 用 に な る

方 で も 安 心 し て ド ッ グ ラ ン を 楽 し め る よ う 、 利 用 登 録 か ら 利 用 ま で の 流 れ 、 必 要

な 準 備 に つ い て ご 案 内 し ま す 。
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3

本 年 度 の 狂 犬 病 予 防 接 種 を 証 明 す る 「 注 射 済 票 」

（ お 住 ま い の 市 区 町 村 発 行 ） を お 手 元 に ご 用 意 く だ さ い 。

ド ッ グ ラ ン 入 口 は 暗 証 番 号 式 に な っ

て い ま す 。

利 用 登 録 証 発 行 時 に 、 受 付 で

暗 証 番 号 を ご 案 内 い た し ま す 。

獣 医 師 が 発 行 す る

証 明 書 で は 利 用 登 録 で き ま せ ん 。
※ 年 度 に よ っ て 色 が 異 な り ま す

事 前 に お 手 持 ち の ス マ ー ト フ ォ ン や パ ソ コ ン で

「 ド ッ グ ラ ン 利 用 登 録 申 請 フ ォ ー ム 」 に 必 要 事 項 を 入 力 ・ 送 信 し て く だ さ い 。

申 請 後 に 配 信 さ れ る 文 面 を お 持 ち の う え （ ス マ ー ト フ ォ ン 画 面 可 ） 、

大 井 ふ 頭 中 央 海 浜 公 園 ま た は 城 南 島 海 浜 公 園 の 管 理 事 務 所 へ

受 付 時 間 内 に お 越 し く だ さ い 。 窓 口 に て 利 用 登 録 証 を 交 付 い た し ま す 。

ドッグラン利用までの流れ

注 射 済 票 に 管 理 番 号 が 「 な い 」 方 は

犬 鑑 札 ま た は マ イ ク ロ チ ッ プ 登 録 証 明 書 を

ご 準 備 く だ さ い 。

ま た は
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平成 2 3 年 2 月 1 日より 、以下のドッグランの利用登録証が共通化されま した 。

いずれかの施設で発行された利用登録証で、下記３施設の

ドッグラン をご利用いただけます 。

対象施設

城南島海浜公園

つばさドッグラン

問い合わせ先

[指定管理者] 海上公園南部みらいパートナーズ

〒143-0002 東京都大田区城南島4-2-2

城南島海浜公園管理事務所

03-3799-6402

辰巳の森海浜公園

たつみの森ドッグラン

問い合わせ先

[指定管理者] 東京港埠頭・テレポートセンターグループ

〒135-0053 東京都江東区辰巳2-1-35

辰巳の森海浜公園管理事務所

03-5569-8672

大井ふ頭中央海浜公園

しおさいドッグラン

問い合わせ先

[指定管理者] 海上公園南部みらいパートナーズ

〒140-0003 東京都品川区八潮4丁目1番19号

大井ふ頭中央海浜公園 大井スポーツセンター

03-3790-2378

海上公園ドッグランの共通利用について02
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登録申請の流れと注意点

01
STEP

申請前に 、以下のものをご準備ください 。

飼い主の情報 （住所 ・連絡先 ・ メールアドレス ）

愛犬の情報 （名前 ・年齢 ・性別 等 ）

当該年度の狂犬病予防接種済票の写真

スマ ートフォンまたはパソコン

03
STEP 氏名 、住所 、電話番号 、メールアドレスなど 、申請者情報と愛犬情報を

入力してください 。

１申請につき 、最大５頭まで登録ができます 。

04
STEP 狂犬病予防接種済票等の写真を添付してください 。

※ 狂 犬 病 予 防 注 射 済 票 に 番 号 が 「 な い 」 場 合 は 、

犬 鑑 札 ( ま た は マ イ ク ロ チ ッ プ 登 録 証 明 書 ) を 一 緒 に 撮 影 し 、

１ 枚 の 写 真 に 収 め て 申 請 く だ さ い 。

申 請 フ ォ ー ム へ は 犬 鑑 札 等 の 管 理 番 号 （ 識 別 番 号 ） を 入 力 し て く だ さ い 。▲番号が無い例

05
STEP 個人情報の取り扱い ・利用規約について内容をご確認のうえ 、同意い

ただきましたら 、最後に入力内容に誤りがないか確認し 、送信してく

ださい 。申請内容を確認 ・審査を行います 。

審査結果のメ ールは 、申請日から通常 1 週間〜 1 0 日以内に返信いた

します 。

利 用 登 録 証 の 有 効 期 限 に つ い て

利 用 登 録 証 の 有 効 期 限 は 、 年 度 ご と に 異 な り ま す 。

▶ R 7 （ 令 和 7 ） 年 度 の 利 用 登 録 証 は 、 6 月 3 0 日 ま で 有 効 で す 。

▶ R 8 （ 令 和 8 ） 年 度 の 利 用 登 録 証 は 、 翌 年 6 月 3 0 日 ま で 有 効 で す 。

申 請 の 際 は 、 有 効 期 限 を ご 確 認 の う え お 手 続 き く だ さ い 。

02
STEP サ イ トまたは本冊子表紙に掲載の Q R コードより 、

利用登録申請フォームへアクセスしてください 。

※年度によって申請フォームが異なります 。

※狂犬病予防接種済票の色と年度を必ずご確認ください 。

03
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申請結果メール受信～利用登録証受取まで

06
STEP 申請内容の審査後 、認証 （承認 ） メールをお送りします 。

審査結果のメ ールは 、申請日から通常 1 週間〜 1 0 日以内に返信いた

します 。

※ 4〜 5 月 、 9 〜 1 1 月の繁忙期は 、通常よりお時間をいただく場合が

あります 。

※認証 （承認 ） メ ールは 、利用登録証の受取に必要となりますので 、大

切に保管してください 。

07
STEP 認証 （承認 ） メ ールに記載されている内容をご確認ください 。

あわせて 、申請時に選択した利用登録証の受取場所 （管理事務所 ）を

ご確認ください 。

※申請内容や受取場所に変更がある場合は 、事前にご連絡ください 。

08
STEP

指定された管理事務所へ 、受付時間内にお越しください 。

09
STEP 窓口にて 、認証 （承認 ） メール （ スマートフォン画面 、または印刷したも

の ）をご提示ください 。

10
STEP 窓口にて 、利用規約に関する誓約書へご署名をいただきます 。

その後 、利用登録証を発行いたします 。

交付された利用登録証は 、 ドッグラン利用時に

首から下げるなど 、見える状態で必ず着用してください 。

受付時にドッグランのパスワードをお渡ししますので 、

ド ッグラン施設の扉の解錠はそちらをご利用ください 。

なお 、利用時間はドッグランごとに異なります 。

利用ルールにつきましては 、規約をよくご確認のうえご利用ください 。

04
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狂犬病予防注射済票について

[A]令和８年度 狂犬病予防注射済票 (管理番号あり)

[B]令和８年度 狂犬病予防注射済票(管理番号なし)＋犬鑑札等※

狂犬病予防注射済票のみ撮影

申請フォームへは注射済票の管理番号を入力してください。

狂犬病予防注射済票に番号が「ない」場合は、犬鑑札(またはマイクロチップ登録証明書)を

一緒に撮影し、１枚の写真に収めて申請ください。

申請フォームへは犬鑑札等の管理番号（識別番号）を入力してください。

※管理番号「あり」
 この番号を入力する。

※注射済票管理番号「なし」+犬鑑札

マイクロチップ
登録証明書

05

令和8年度から注射票への管理番号の「あり」「なし」で

申請時に添付する確認書類が異なります
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狂犬病予防法により 、愛犬には毎年 1 回 、予防接種を受けさせることが

法律で定められています 。

年1回の接種は義務です

狂犬病予防法第5条により、飼い主の方は毎年1回、愛犬に

狂犬病予防接種を受けさせる必要があります。

接種期間について（法律で決まっています）

狂犬病予防法施行規則第11条により、生後91日以上の犬は、

4月1日〜6月30日の間に予防接種を受けることが義務です。

なぜ「4月1日〜6月30日」なの？

行政の登録業務・注射済票発行を年度初めにまとめて実施する

ためや、全国一斉の集合注射を春に行うためなど、 これらの

理由から、この期間が「予防接種の強化期間」とされています。

なぜ毎年、4月1日～6月3 0日の間に

予防接種の移行期間をもうけているの？

※ドッグラン利用登録証の有効期限について狂犬病予防接種の年度にあわせて、

• R7年度分の利用登録証は 6月30日まで有効、

• R8年度分の利用登録証は 来年6月30日まで有効です。

※今後、制度について変更等の案内が発生した際には改めてご案内をさせていただきます。

狂犬病予防接種について06
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しおさいドッグラン（大井ふ頭中央海浜公園）

つばさドッグラン （城南島海浜公園）

利用登録証
受取場所

ドッグランは
こちら

利用登録証
受取場所

ドッグランは
こちら
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